
建設工事における最低制限価格の改正について（お知らせ） 
 

 

本市では、低価格受注における工事品質の低下や技能労働者へのしわ寄せ防

止などの観点から建設工事における最低制限価格を下記のとおり改正すること

としましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 改正の趣旨 

  近年の低価格受注によるしわ寄せが技能労働者の賃金水準の低下や社会保

険への未加入といった処遇悪化を招いており、今回の最低制限価格の見直し

はこのような事態を改善するために行うものです。 

 各位におかれましては、この趣旨を十分にご理解いただき、下請業者も含

めた技能労働者への適切な水準の賃金支払及び社会保険への加入について、

対応をお願いいたします。 

 

２ 最低制限価格（算定方法）の改正内容について 

 

【設定範囲】            【設定範囲】 

予定価格の 7/10 から 9/10    予定価格の 7/10 から 9/10 

（千円未満の端数切り捨て）     （千円未満の端数切り捨て） 

【算定方法】            【算定方法】 

① 直接工事費の 95%        ① 直接工事費の 95% 

② 共通仮設費の 90%        ② 共通仮設費の 90% 

③ 現場管理費の 80%        ③ 現場管理費の 90% 

④ 一般管理費の 55%        ④ 一般管理費の 55% 

①から④の合計額          ①から④の合計額 

（千円未満の端数切り捨て）      （千円未満の端数切り捨て） 

 

上記の価格は全て税抜きとします。 

 

３ 対象案件について 

設計金額が１３０万円を超える建設工事及び設計金額が５０万円を超える

工事系の委託（除草、剪定、浚渫等）を対象とします。 

 

４ 実施時期について 

平成平成平成平成 28282828 年年年年 10101010 月月月月１１１１日以降日以降日以降日以降の入札公告及び指名案件から実施します。 

 

５ 茨木市最低制限価格設定要領（（（（平成平成平成平成 28282828 年年年年 10101010 月月月月１１１１日実施日実施日実施日実施）））） 

別添のとおり 

 

問い合わせ先 

茨木市 契約検査課 契約係 

電話 072(620)1613（直通） 

現行 改正後 


